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本計画は、『「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が輝くまち・ふなばし」をめざして』

を基本理念とします。 

地域全体でこども・若者や子育て家庭への理解を深めて支援し、保護者が喜びや生きがいを

感じながら安全で安心して子育てができる環境を整えるとともに、全てのこども・若者が心豊

かに育ち、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができるまちをめざします。 

こども・若者は社会の一員であり、まちの未来の担い手です。その未来が輝くものであるた

めには、今を生きるこども・若者一人ひとりの権利が等しく尊重されながら、伸び伸びと育ち、

毎日が笑顔にあふれ、将来の夢が育まれるものでなければなりません。 

その実現のために、市民と行政が一体となって、こども・若者と子育て家庭を支援していき

ます。 

 

「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が 

輝くまち・ふなばし」をめざして 

基本理念 １ 
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基本理念に沿った施策を推進するための基本方針を「こども・若者」「親・家庭」「地域・社

会」の３つの視点から以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 ２ 

基本 

理念 

「
全
て
の
こ
ど
も
・
若
者
・
子
育
て
家
庭
の
笑
顔
が 

輝
く
ま
ち
・
ふ
な
ば
し
」
を
め
ざ
し
て 

基本 

方針１ 

次代を担うこども・ 

若者一人ひとりが夢

と希望を持って、 

心豊かに育つことの 

できるまちをめざし

ます。 

こども・若者が健やかで心豊かに成長して

いくには、一人ひとりのこども・若者の権利

が等しく尊重され、将来にわたって幸福な生

活を送ることのできる環境を整備すること

が必要です。 

本市では、全てのこども・若者が瞳を輝か

せながら成長することができる環境を整え

ます。 

こども・ 

若者 

基本 

方針２ 

親・家庭 

保護者一人ひとり

が、喜びや生きがい

を感じながら、子育

てのできるまちをめ

ざします。 

保護者が子育てに不安や負担、孤立感を感

じることなく、喜びや生きがいを感じながら

安心して子育てを行うことができるよう、全

ての子育て家庭に適切な支援を行うことが

必要です。 

本市では、行政や関係機関が連携して、妊

娠・出産期から子育て期にわたって、切れ目

なく子育て家庭を支援し、子育てを支える体

制を整えます。 

基本 

方針３ 

地域・ 

社会 

地域や社会を構成す

る一人ひとりが、こ

ども・若者や子育て

家庭への理解を深

め、お互いに支え合

えるまちをめざしま

す。 

こども・若者の健やかな成長を実現するに

は、子育て家庭だけではなく、地域、事業者、

行政等、社会全体で、こども・若者の育ちや

社会への参画、保護者の子育てを理解し、支

え合うことが必要です。 

本市では、子育て支援事業の充実を図ると

ともに、行政のほか地域、事業者等の支援に

よって、こどもを産み育てやすく、こども・

若者が自分らしく生き生きと生活し、健やか

に育つことのできる環境づくりを進めます。 

基本方針 
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基本理念に沿った３つの「基本方針」から、１２の「基本施策」および横断的施策として「こ

どもの貧困対策」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
乳幼児期の教育・保育の

充実 

教育・保育施設や地域型保育事業によって、乳幼児期の教育・保育の提供

体制を確保し、こどもが健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てのこどもが心

身ともに健やかに

育成され、教育機

会の均等が保障さ

れ、一人ひとりが

夢や希望を持つこ

とができるように

するため、こども

の貧困の解消に向

けて、こどもの貧

困対策を総合的に

推進します。 

 

２ こどもの健全な育成の充実 

こどもが安全で安心して活動することのできる居場所づくりを推進しま

す。こどもの学び・進路の支援及び体験機会の充実などにより、こどもの

健全な育成を図ります。また、こども自身が相談しやすい環境づくりを行

っていきます。 

 

３ 
特別な配慮を要するこど

もへの支援の充実 

発達が気になるこどもや障害のあるこども等、特別な配慮を要するこども

が身近な地域で安心して生活できるように、関連サービスの充実を図りま

す。 

 

４ 母子保健の充実 
出産や育児の不安を抱える家庭が、安心してこどもを産み育て、こどもを

健やかに育てることができるよう、妊娠・出産期から子育て期に至るまで

切れ目ない支援を行います。 

 

５ 親子のふれあいの場づくり 
子育て中の親子が気軽に集え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談でき

る拠点の充実を図るとともに、地域の子育ての支援を推進します。 

 

６ 
多様な子育て支援サービ

スの充実 

保護者の子育ての負担を軽減するため、多様な子育て支援サービスや、子

育ての相談体制、様々な媒体を通じた情報提供等の充実を図ります。 

 

７ 
ひとり親家庭等の自立支

援の推進 
多くの課題を抱えているひとり親家庭等に対して、子育てや生活の支援、

就業の支援、経済的支援等、自立に向けた支援の推進を図ります。 

 

８ 経済的支援の実施 
児童手当をはじめとした各種手当の支給や医療費の助成等、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図るため、経済的支援を実施します。 

 

９ 
子育てを支援する地域社

会づくり 

地域社会とのかかわりの中で、家庭における子育ての負担や不安、孤立感

を和らげ、こどもが健やかに育まれることができるよう、地域における子

育て支援活動を推進します。 

 

10 児童虐待防止対策の充実 

妊産婦、子育て家庭、こどもへの寄り添い伴走型支援により、児童虐待の

発生予防や再発防止に努めるとともに、虐待の早期発見・早期対応に努め、

きめ細やかで切れ目のない一貫した支援を行うことにより、こどもたちの

安全で安心な生活を守ります。 

 

11 
仕事と家庭の両立支援の

推進 

仕事をしながら、家庭において子育てを両立するために、企業による取り

組みの充実や職場における理解と協力を促進するための啓発や、各種法

令・制度の周知等を行います。 

 

12 
こども・若者の社会参画の

ための環境づくり 

こども・若者を権利の主体として尊重し、社会参画の機会を確保するため、

意見を聴取する取り組みを推進します。 

また、こども・若者が自分らしく生き生きと生活できるよう、一人ひとり

の状況に応じた支援を行います。 

 

こどもの 

貧困対策 

全ての基本施策にか

かる横断的な施策と

して実施。 

基本施策 ３ 
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※本計画の掲載事業のうち、代表的な事業を整理したものであり、全ての事業を網羅しているものではありません。 

 

 

 

全てのこども・若者の心豊かな育ちを支援するためには、ライフステージに応じた切れ目 

のない支援が必要です。本計画の各基本施策を推進することにより、切れ目のない支援を推 

進してまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ライフステージに応じた切れ目のない支援 ４ 

ライフステージ 妊娠期 乳幼児期（０～６歳） 小学生（６～１２歳）

基本方針１

こども・若者

基本方針２

親・家庭

基本方針３

地域・社会

◇妊婦健康診査（P53） ◇産後ケア事業（P54）

◇養育支援訪問事業（P89）

◇教育・保育施設等の整備（P37）

◇⺟⼦・⽗⼦⾃⽴支援員による相談（P74）

◇こども家庭センター設置による相談体制の強化及び環境改善（P65）

◇地域⼦育て支援拠点事業（P58）

◇⼦ども食堂やプレーパークをはじめとするこどもの体験活動や、⼦育て世帯の支援に
つながる地域活動団体への協⼒・連携（P85）

◇ヤングケアラー支援事業（P45）

◇一時預かり事業（P64）

◇利⽤者支援事業（各種）（P65）

◇放課後児童健全育成事業（P43）

◇⾥親養育包括支援（フォスタリング）事業（P90）

◇保健と福祉の総合相談窓口事業（P100）

◇医療的ケア児等コーディネーターの配置（P50）

◇一貫した支援に向けた相談体制や情報連携（P50）

◇養育費に係る法律相談（P77）

◇ファミリー・サポート・センター事業の実施（P82）

◇保育所における小中高生のボランティア・職場体験生の受け入れ（P85）

◇児童ホーム事業（P43）

◇こども・若者の意⾒聴取に係る取り組み（P99）

◇ハッピーサタデー事業（P45）

◇発達相談（P49）
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中学生（１２～１５歳） 高校生年代（１５～１８歳） 若者（１８歳～）

◇学習支援事業（P44）

◇ふなばし地域若者サポートステーション事業（P82）

◇奨学⾦貸付（P82）

◇市⺠向けのワーク・ライフ・バランスの
周知・啓発のための講座等（P95）
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